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今 週 の 専 門 用 語

事後交付型株式報酬

市場条件の調整

確定給付企業年金
　確定給付企業年金とは、日本で最も普及している公的年金への上乗せ機能を持つ企
業年金制度の一つ。労使合意によって将来の給付額を設定し、必要な掛金を事業主が
拠出（加入者拠出も可）するという仕組みである。しかし、運用結果が予定どおりに
ならなかった場合には事業主が追加拠出することになるため、最近では確定拠出企業
年金へ移行する企業も多い。税務上は、事業主が拠出した掛金は全額損金算入（加入
者掛金は生命保険料控除）、給付は雑所得となり、公的年金等控除の対象となる。

　取締役等と会社との契約で株式の発行等について権利確定条件が付されており、権
利確定条件が達成された場合に株式の発行等が行われる仕組みの株式報酬。例えば、
まずポイントを付与し、業績等評価期間終了後に評価の結果により変動するポイント
に応じた株式を交付するパフォーマンス・シェア・ユニット（PSU）、業績や株価条
件のある株式交付信託（これもPSUの一種に区分される）、RSU（リストリクテッ
ド・ストック・ユニット）はいずれも事後交付型株式報酬に該当する。

　IFRS第3号「企業結合」では、使用権資産については基本的にリース負債と同額
で測定することを求めている。コストとベネフィットの観点から使用権資産に係る取
得原価の配分の基礎をリース負債と同額としたものである。その一方で、企業結合日
時点のリースの条件が市場の条件と異なる場合には、のれんの残高をより適切に算定
するために使用権資産の測定額の調整が求められている。日本の結合分離適用指針に
おいても、国際的な会計基準との整合性から市場条件の調整を行う方向で見直される。
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◆今や日本の株式市場における外国人投資家の売買シェア
は約7割にも上るが、その顔ぶれには変化が見られる。こ
れまで「外国人投資家」というと欧米の投資家のことだっ
たが、最近増えているのが中国本土の投資家だ。中国経済
の低迷が長期化する中、投資資金を米国や日本に移し始め

ており、現在は日本株ETFに殺到しているという状況だ。◆中国の
投資家は欧米の投資家のようにコーポレートガバナンスやサステナ
ビリティ等には興味がなく、短期的な利益への関心が高い。ここ数
年、欧米の投資家の考え方をスタンダードとして来た日本企業は、
従来と異なる内容の対話を迫られる可能性もありそうだ。 （Q）
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